
△ △ △ 　 3

○ ○ 4

○ ○ ○ ○ 4

○ ○ ○ ○ 4

○ ○ 5

○ ○ 　 　 5

○ ○ ○ ○ 6

○ ○ ○ ○ 6

○ ○ 　 6

○ ○ 7

○ ○ ○ ○ 7

○ ○ ○ ○ 8

○ ○ ○ ○ 8

○ ○ ○ ○ 8

○ ○ ○ ○ 8

○ ○ ○ ○

○ ○ 9

○ ○ 　 　 9

○ ○ ○ ○ 9

○ ○ 　 10

○ ○ ○ ○ 10

△ △ △ △ 10

△ △ △ △ 10

9
（※燃料費はA1、A2)

所得税の控除

軽自動車税の減免

相続税の控除

贈与税の控除

自動車税の減免

住民税の控除

所得税の軽減
（バリアフリー改修工事特別控除）

医療保険の選択

滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度

予約型乗合タクシー（愛称：愛のりタクシー）
運賃の割引

税
の
控
除
・
減
免

自動車燃料費、タクシー運賃の助成

等級
と う き ゅ う

別
べ つ

制度
せ い ど

一覧
い ち ら ん

　　○・・・制度を受ける対象者となります。
　　△・・・手帳の等級以外に対象要件が設けられています。
　　　　※○と記載されていても、所得制限等が設定されている制度があります。
　　　　※この表はあくまで目安です。各制度の詳細については本文ページをご参照ください。

有料道路通行料の割引

ＪＲ運賃の割引

近江鉄道バス・湖国バス運賃の割引

航空運賃の割引

タクシー運賃の割引

車いすの貸し出し

Ｂ １

医
療
費

自動車運転の技能修得費の貸付

行
動
範
囲
の
拡
大 駐車禁止の対象除外

重度障がい者福祉医療費助成制度

Ｂ ２

自動車購入資金の貸付

ペ
ー

ジ制　度

等　級
Ａ １ Ａ ２

ヘルプマーク

在宅障害者激励金

＜表の見方＞
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○ ○ △ △ 11

○ ○ ○ ○ 11

○ ○ ○ ○ 11

○ ○ ○ ○ 11

○ ○ ○ ○ 12

○ ○ ○ ○ 12

○ ○ ○ ○ 12

△ △ 13

○ △ 　 　 13

○ ○ 13

○ ○ ○ 13

△ △ 　 14

△ △ 　 14

○ ○ ○ ○ 14

△ △ 　 　 15

○ ○ 15

○ ○ 　 15

△ △ △ △ 15

○ ○ 15

※特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当については、療育手帳が無い場合や一覧に
　　○△の表記がされていない場合であっても精神等の障害状態（指定の診断書で判定）により対象と
　　なる場合があるため、詳細は役場福祉課（42-7691）へ問合せください。

ラポール秦荘けんこうプールの入場料の割引

県立施設入場（館）料の割引

制　度

等　級

電話番号の無料案内

生活福祉資金の貸付

住宅改修費の給付

公
共
料
金
の
割
引

ＮＨＫ放送受信料の減免

携帯電話基本使用料の割引

滋賀県障害者スポーツ大会

滋賀県スペシャルスポーツカーニバル

日常生活用具給付

住宅改造費の助成

手
当
・
年
金
等

特別障害者手当※

障害児福祉手当※

特別児童扶養手当※

障害年金

特別障害給付金制度

障害者扶養共済制度

Ｂ ２

日
常
生
活
の
支
援

重度心身障がい者緊急通報システム

児童扶養手当

ペ
ー
ジ

Ａ １ Ａ ２ Ｂ １
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